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　短期給付については、その給付事由が生じた日から2年間申請が行われなかった場合、時効によって給付を
受ける権利が消滅しますのでご注意ください。
　請求にかかる時効の起算日は、次のとおりです。

給付の種類 請求にかかる時効の起算日
療養費

家族療養費

医療費の立替払い 医療機関等に療養の費用を支払った日の翌日

治療用装具の立替払い 治療用装具等の購入費用を支払った日の翌日

移送費・家族移送費 移送費用を支払った日の翌日

出産費・家族出産費 出産した日の翌日

埋葬料・家族埋葬料 埋葬を行った日の翌日

傷病手当金
出産手当金
休業手当金
育児休業手当金
介護休業手当金

勤務に服することができない日ごとに、その翌日

弔慰金・家族弔慰金 死亡した日の翌日

災害見舞金 災害に遭った日の翌日

短期給付の時効について短期給付からの
お知らせ

「年収の壁・支援強化パッケージ」における、
事業主の証明による

被扶養者認定の円滑化の取扱いについて
　被扶養者認定においては、認定対象者の年間収入が130万円（60
歳以上の者及び障害を給付事由とする公的年金を受給している者は
年間180万円）未満であることが条件となりますが、人手不足による
労働時間延長等に伴う一時的な収入増加により、年間130万円（又は
180万円）以上となる場合でも、『被扶養者の収入確認に当たっての
「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』等を添付することで、収
入要件を満たしているとみなすことができることとされました。
　つきましては、該当される方は本組合ホームページをご確認くだ
さい。

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306




